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（趣旨）
第１条　この要項は、飯田市認知症カフェ運営事業助成金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（助成金の対象経費）
第２条　助成金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
　(1) 事業に直接従事する者に支払われる人件費
　(2) 外部講師に対する謝金（交通費を含む。）
　(3) 事務用品等の消耗品の購入費
　(4) チラシ等の印刷製本費
　(5) 認知症カフェにおいて提供するお茶及び茶菓子（参加費の範囲内）
　(6) 参加者の送迎をボランティアで行った時のガソリン代
　(7) 切手等郵送料
　(8) 振込手数料等
　(9) 傷害保険料
　(10) 会場使用料
　(11) 機材の借り上げ料
（ガソリン代の算出方法等）
第４条　参加者の送迎をボランティアで行った時の算出方法等は次のとおりとする。
　(1) カフェを開催する場所から参加者の居宅までの往復距離（小数点未満切り捨て）に37円を乗じた額
　(2) 参加者の居宅の住所、距離、送迎を担当した者等が分かる台帳を作成すること。
（参加費）
第５条　参加者から参加費を徴収すること。参加費の額については事業実施団体等が200円以内で定めること。


附　則
この要項は、令和８年４月１日から施行する。









